
様
式
第
八
中「

実
用
新
案
登
録
訂
正
書
」

を「
実
用
新
案
法
第
14条
の
２
第
１
項
の
訂
正
に
係
る
訂
正
書
」

に
改

め
、

「
２
実
用
新
案
権
者

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†
（
国
籍
）

３
代
理
人
住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†
４
削
除
を
す
る
請
求
項
の
表
示

５
削
除
後
の
請
求
項
の
数

６
添
付
書
類
の
目
録

」

を 「
２
訂
正
の
目
的

３
実
用
新
案
権
者

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†
（
国
籍
）

４
代
理
人
住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†
５
添
付
書
類
の
目
録

」

に
改
め
、
同
様
式

中
備
考
11
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
10
を
備
考
11
と
し
、
同
様
式
の
備
考
９
中「

代
表
者
が
」

の
下
に「

手
続
を
」

を
加
え
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
10
と
し
、
備
考
６
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
備
考
７
の
前
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

平成˜�年š月™ 日 火曜日 (号外第�Ÿ号)官 報

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を「（
情
報
の
提
供
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
実
用
新
案
登

録
に
関
し
」
及
び「（
次
項
に
お
い
て
「
刊
行
物
等
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
提
出
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
に
よ
り
、

実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
考
案
が
実
用
新
案
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
（
同
号
に
掲
げ
る
考
案
に
係

る
も
の
に
限
る
。）、
第
三
条
の
二
又
は
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新

案
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
刊
行
物
等
の
提
出
」

を
「
情
報
の
提
供
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
二

何
人
も
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
刊
行
物
、
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
出
願
の
願
書
に
添

付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
の
写
し
そ
の
他
の
書

類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
用
新
案
登
録
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
旨
の
情
報
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
実
用
新
案
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
補
正
を
し

た
実
用
新
案
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

二

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
実
用
新
案
法
第
三
条
、
第
三
条
の
二
又
は
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く

は
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

三

そ
の
実
用
新
案
登
録
が
実
用
新
案
法
第
五
条
第
四
項
又
は
第
六
項
（
第
四
号
を
除
く
。）に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
実
用
新
案
登
録
出
願
に
対
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

四

そ
の
実
用
新
案
登
録
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
訂
正
が
実
用

新
案
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
様
式
第
十
五
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
書
面
に
準
用
す
る
。

様
式
第
六
中 「（【

手
数
料
の
表
示
】）

（【
予
納
台
帳
番
号
】）

（【
納
付
金
額
】）

【
提
出
物
件
の
目
録
】
」

を 「（【
手
数
料
の
表
示
】）

（【
予
納
台
帳
番
号
】）

（【
納
付
金
額
】）

【
請
求
人
の
意
見
】

【
提
出
物
件
の
目
録
】
」

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
10
を
備

考
12
と
し
、
備
考
10
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11
「【
請
求
人
の
意
見
】」の
欄
に
は
、
請
求
項
に
係
る
考
案
と
先
行
技
術
と
の
対
比
に
よ
り
、
請
求
項
に
係
る
考
案

が
新
規
性
又
は
進
歩
性
を
有
し
て
い
る
又
は
有
し
て
い
な
い
旨
の
意
見
を
具
体
的
に
記
載
す
る
。

様
式
第
六
の
備
考
９
中「

第
54条
第
10項
」

を「
第
54条
第
８
項
」

に
、

「
備
考
８
」

を「
備
考
９
」

に
改
め
、
同

備
考
を
同
様
式
の
備
考
10
と
し
、
同
様
式
の
備
考
８
中「

第
54条
第
10項
」

を「
第
54条
第
８
項
」

に
改
め
、
同
備

考
を
同
様
式
の
備
考
９
と
し
、
同
様
式
の
備
考
７
を
備
考
８
と
し
、
備
考
６
を
備
考
７
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中

「
で
あ
つ
て
」

を「
は
、
請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
あ
つ
て
も
、
本
人
の
印
及
び
識

別
ラ
ベ
ル
（
」

に
改
め
、

「【
代
表
者
】」の

欄
」

の
下
に「

並
び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル
）」

を
加
え
、
同
備
考
を
同
様

式
の
備
考
６
と
し
、
同
様
式
の
備
考
４
中「「【

氏
名
又
は
名
称
】」は
、

」の
下
に「

自
然
人
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
を
記

載
し
、請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
あ
る
と
き
は
、そ
の
横
に
印
を
押
す
。」

を
加
え
、

「
氏

名
を
記
載
す
る
。」

を「
氏
名
を
記
載
し
、
請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
横
に
代
表
者
の
印
を
押
す
。」

に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
５
と
し
、同
様
式
の
備
考
３
を
備
考
４
と
し
、

同
様
式
の
備
考
２
ロ
中「

Ｐ
Ｃ
Ｔ
／
〇
〇
〇
〇
／
〇
〇
〇
〇
〇

」
を「

Ｐ
Ｃ
Ｔ
／
〇
〇
〇
〇
〇
〇
／
〇
〇
〇
〇
〇
〇
」

に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
３
と
し
、
備
考
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、「【
書
類
名
】」を

「
実
用
新

案
技
術
評
価
請
求
書
（
他
人
）」

と
記
載
す
る
。

６
「
訂
正
の
目
的
」
の
欄
に
は
、「
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
の
減
縮
」、「
誤
記
の
訂
正
」
又
は
「
明
り
よ
う
で

な
い
記
載
の
釈
明
」
の
よ
う
に
記
載
し
、
訂
正
の
目
的
が
複
数
あ
る
場
合
は
、「
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
の
減

縮
等
」、「
誤
記
の
訂
正
等
」
又
は
「
明
り
よ
う
で
な
い
記
載
の
釈
明
等
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
。

様
式
第
八
中
備
考
18
を
備
考
19
と
し
、
備
考
15
か
ら
備
考
17
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、同
様
式
の
備
考
14
中「

出
願
」

を「
権
利
」

に
、

「「
５
削
除
後
の
請
求
項
の
数
」」

を「「
４
代
理
人
」」

に
改
め
、

「
の
次
」

の
下
に「（「

５
訂
正
後
の
請
求
項
の
数
」
の
欄
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
欄
の
次
）」

を
加
え
、

「
６
」

を「
５
」

に
改
め
、
同
備
考
を

同
様
式
の
備
考
15
と
し
、
備
考
13
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
六

第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の

六
の
二

実
用
新
案
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求

六
の
三

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
刊
行
物
等
の
提
出

規
定
に
よ
る
物
件
の
受
取
の
手
続

」
を
「
六

第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
十
五

六
の
二

第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
受
取
の
手
続

よ
る
情
報
の
提
供

」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
七
条
の
三
の
二
」
の
下
に
「

か
ら
第
二
十
七
条
の
五
ま
で
、
第
二
十
八
条
」
を
加
え
る
。

７
「（【
調
査
報
告
番
号
】）」の

欄
に
は
、
第
31条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
報
告
の
提
示
を
行
う
と
き
に
限

り
、
特
例
法
施
行
規
則
第
60条
の
２
第
１
号
の
調
査
報
告
番
号
を
記
載
す
る
。
同
一
の
特
許
出
願
に
つ
い
て
複
数

の
調
査
報
告
が
作
成
さ
れ
た
場
合
は
、「（【
調
査
報
告
番
号
】）」
の
欄
に
、
い
ず
れ
か
一
の
調
査
報
告
番
号
を
記
載

す
る
。

様
式
第
七
十
五
の
備
考
６
中
「９

」
を
「10

」
に
改
め
る
。

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
に
は
」
の
下
に「
、
請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
な
い
と
き
は
」

を
加
え
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
条
第
一
項
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
実
用
新
案
登
録
訂
正
書
」
を
「
訂
正
書
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
実
用
新
案
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
に
係
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
条
第
一
項
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

訂
正
の
目
的

第
十
条
第
二
項
中
「
実
用
新
案
登
録
訂
正
書
は
、
様
式
第
八
」
を
「
実
用
新
案
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正

に
係
る
訂
正
書
は
様
式
第
八
に
よ
り
、
同
条
第
七
項
の
訂
正
に
係
る
訂
正
書
は
様
式
第
八
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
五
号
中
「
登
録
」
の
下
に
「
又
は
実
用
新
案
登
録
の
訂
正
の
登
録
（
実
用
新
案
法
第
十
四
条
の
二
第

一
項
の
訂
正
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
三
中
「
及
び
同
法
第
五
十
四
条
第
八
項
」
を
「
並
び
に
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
、第
四
項
、

第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
る
。
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